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2026/3/20 

兵庫県 U-15 女子サッカーリーグ 2026 

実 施 要 項  

1. 趣旨

兵庫県サッカー協会（以下「本協会」という）は日本サッカー界の将来を担うユース（15 歳以下）の選手のサ

ッカー技術向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与することを目的とし、長期に

渡るリーグ戦を実施する。

2. 名称

兵庫県 U-15 女子サッカーリーグ 2026

3. 主催

（一社）兵庫県サッカー協会

4. 主管

（一社）兵庫県サッカー協会 女子委員会

5. 協賛

株式会社 モルテン

6. 期間

2026 年 4月～2026 年 12 月

7．会場 

三木防災公園・兵庫県フットボールセンター明石グラウンド（HFA 明石）・兵庫県内サッカー場 

8. 参加資格

(1) 本協会に「女子」の種別で登録した加盟登録チームであること。

(2) 2011 年（平成 23 年）4月 2日から 2014 年（平成 26年）4月 1 日までに生まれた女子選手である

事。（小学生は登録出来ない）

(3) クラブ申請制度の適用： 本協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームに

ついては、同一「クラブ」内のチームから移籍すること無く、上記(1)のチームで参加することがで

きる。この場合、同一「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可

能とする。なお、選手は、上記(2)を満たしていること。選手が所属するチームの種別・種別区分は

問わない。但し、本リーグに加盟する他のチームで参加（参加申込）していないこと。

※クラブ申請による小学生の参加は出来ない。

(4) 外国籍選手：5名まで登録でき、1試合 3 名まで出場できる。

(5) 合同チーム：主体となるチームの選手数が 16 名未満の場合、複数チームによる「合同チーム」の大

会参加を、以下の条件により認める。

主体となるチームおよびその選手は、それぞれ上記（1）および（2）を満たしていること。

合同するチームの選手は、上記（2）を満たしていること。

なお、選手が所属するチームの種別・種別区分は問わない。

但し、本リーグに参戦しているチームの選手は他のチームで参加（参加申込）していないこと。

極端な勝利目的のための合同チームではないこと。

合同チームとしての参加を当該都道府県サッカー協会女子委員長が別途了承すること。

大会参加申込の手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、主体となるチームが行う

（6） 準加盟チームの受け入れ

（目的）

① 選手数減少でリーグエントリー出来なくなったが次年度への登録に向けて活動するチームの

中学生年代の女子選手の公式戦に代わる試合環境を提供する。

② リーグ新規参加希望チームがリーグ参加への準備期間としてリーグ運営を経験し、スム

ーズにリーグ参加が出来るようチームと選手に公式戦に準じる試合環境を提供する。
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女子 U-15 リーグに参加していたチームまたは新規参加を希望するチームがエントリー締切り 

時点では登録選手が 8名以上 14 名以下でリーグ参加が難しいとリーグ事務局が認められる場 

合、準加盟チームとして参加を認める。 

1）2 部リーグ各チームとのフレンドリーマッチを 1 回戦形式でリーグ日程に組み入れて実

施する。準加盟チームとの対戦成績は、リーグ結果には反映されない。 

2）リーグ事務局が割り当てるリーグ戦の審判割り当てる場合は有資格者で担当出来ること。 

3）フレンドリーマッチにおいて準加盟チームが 11人に満たない場合は特別措置を設けて 

選手がゲームを出来る環境を提供する。 

4）11 名足りなかった場合の対応（対戦相手と事前に調整して決定する） 

① 7 名以上ならその人数で実施。 

② 相手チームや会場にいる他チームの選手のサポート出場可。 

③ 自チームまたはクラブ申請している女子登録の高校生のサポートを OK にする。  

④ クラブ申請している男子(3 種)のサポートを OK にする。 

5）準加盟チームの試合数 

2 部リーグチームと 1回戦（4〜6ゲーム程度） 

6）準加盟チームの参加費 

半額 17,500 円 

※試合球の配布はなし 

(7) 複数チームの出場について 

1)セカンドチームは、ファーストチーム所属の直下のリーグまで参入できる。 

2)ファーストチームが上位リーグから降格した場合、セカンドチーム以下は自動的に下位リー

グに降格する。 

 

9. 参加チーム ２部リーグ制 

＜１部＞ 

・FC アルベロ神戸 A（神戸） 

・AS ハリマアルビオンユース B（姫路） 

・伊丹 FCオンダノーヴァ A（北摂） 

・神戸フットボールクラブレディース A（神戸） 

・FC フレスカ神戸ガールズ A（神戸）  

・Ascot Football Academy Feminino（神戸） 

 

＜２部＞ 

・芦屋ユナイテッド（芦屋） 

・西宮ソリッソ（西宮） 

・FC フレスカ神戸ガールズ B（神戸） 

・FC ドリームズ（北播) 

・FC アルベロ神戸 B（神戸） 

・宝塚エルバイレ LFC（北摂） 

・伊丹 FCオンダノーヴァ B（北摂） 

・神戸フットボールクラブレディース B（神戸） 

 

＜準加盟＞ 

本年度参加なし 

 

【関西女子 U-15 リーグ】 

・INAC 神戸テゾーロ（神戸） 

・AS ハリマアルビオンユース A（姫路） 

 

＊リーグ編成について：試合数 10試合程度を確保する為、1部リーグは原則 6チームとする。昇降格や

参加チーム数によりリーグ編成は、大会実行委員会にて検討する。 
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10. 競技方法   

(1) 大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会制定の競技規則による。 

(2) 1 部 6 チーム、2部 8チームによる 2回戦総当たりのリーグ戦を行なう。 

   （2部リーグは前期総当たり、後期 上位、下位リーグに分かれて総当たりとする） 

   1 回戦総当たりが開催できた場合リーグ成立とする。 

(3) ① 順位決定については、以下で決定する。 

 1）勝点は、勝ち＝3点、引分け＝1点、負け＝0点とし、勝点の多い方を上位とする。 

 2）得失点差 

 3）総得点 

 4）当該チーム同士の対戦成績 

 5）下記に基づくポイント合計がより少ないチーム 

  (ア)警告 1回         1 ポイント 

  (イ)警告 2回による退場 1回  3 ポイント 

  (ウ)退場 1回         3 ポイント 

  (エ)警告 1回に続く退場 1回  4 ポイント 

 6）上記 1）～5）でも同じ場合は、抽選により決定する。 

② また、リーグ自体が途中で開催不可能になった場合で、全チームの試合数が同数の場合、本リ 

ーグ事務局の判断の下、上記①の条件で順位を決定する。 

全チームの試合数が異なる場合は、本クラブ事務局の判断の下、勝点平均（総勝ち点÷試合数） 

で決定する場合がある。なお、勝点の合計が同一の場合は次の順に決定する。 

1） 当該チーム同士の対戦成績 

2） 1 試合あたりの総得数 

3） 1 試合あたりの失点数 

4） 下記に基づくポイント合計がより少ないチーム 

(ア)警告 1回         1 ポイント 

(イ)警告 2回による退場 1回  3 ポイント 

(ウ)退場 1回         3 ポイント 

(エ)警告 1回に続く退場 1回  4 ポイント 

5） 抽選 

(4)棄権チームがでた場合は、当該チームを不戦敗とし、その試合を 0対 3として扱う。両チームと

も棄権となった場合は、両チームとも 0対 3となる。 

(5) 試合時間：60分（前・後半 30 分） 

(6) ハーフタイムのインターバル：原則 10分以内（前半終了から後半開始まで） 

(7) 競技者の数 

競技者の数：11 名  

交代要員の数：9名以内 

交代を行うことができる数：7 名以内（ただし、交代回数は 1 試合通じて 3 回以内とする（1 回に複

数人を交代することは可能）。飲水、クーリングブレイク、ハーフタイム中の交代は回数に含まない） 

ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：3名以内 

(8) 役員の数 

  テクニカルエリアに入ることができる役員の数：6名以内 

  ベンチ入りできる人数は最大 15 名（交代要員 9名、役員 6名）とする。 

(9) ユニフォーム 

① 本協会のユニフォーム規程に基づいたユニフォームを使用しなければならない。 

② J クラブ傘下のチームについては、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(J リーグ)のユニフォ

ーム要項に認められたユニフォームであれば使用を認められる。また、日本女子サッカーリーグ傘下

のチームについては、一般社団法人日本女子サッカーリーグのユニフォーム要項に認められたユニ

フォームであれば使用を認められる。ただし一部でも仕様が異なる場合は認められない。この際、シ

ャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得ない場合、審判員用のカラーシャツを複

数色、チームで準備出来る場合のみ使用を認められる。 

③ ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）については、正の他に副として、正と色彩が異な
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り判別しやすいユニフォームを参加申込書の際に記載し、各試合に必ず携行すること（FP・GK 用共）。

本協会に登録されたものを原則とする。 

④ シャツの前面・背面に参加申込の際に登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号につ

いてはつけることが望ましい。 

⑤ ユニフォームの色、選手番号の変更などがある場合はリーグ事務局が了承すれば認める。 

⑥ ユニフォームへの広告表示については公益財団法人日本サッカー協会「ユニフォーム規程」の 

基づき承認された場合のみこれを認める。 

  ⑦ GK ユニフォームについては最低 1セットを必ず用意すること。 

    ・本リーグの申し合わせ事項として GKについては個人で登録されている背番号以外の 

     番号のチーム持ち GK ユニフォームを着用して出場することを容認する。 

     （その場合は当日のメンバー表に登録されている個人の背番号の横に GKの背番号を 

記載すること）  

    ・ゲームの途中でケガなどによりやむを得ず GK が FP と交代する場合は GKが着ているユニフ 

ォーム着用して出場すること。また色彩が重なっていなければ FP の 2nd ユニフォームを着 

用して出場することを容認する。 

  ⑧ 合同チームのユニフォームについては事務局が承認した場合には特例を容認する場合がある。 

  ⑨ ユニフォームがコロナ等でそろわない場合は、一時的に登録されている背番号と異なる背番号の 

ユニフォーム（登録されていない背番号に限る）、もしくは同色でデザイン等に大きな差異がなけ 

れば旧ユニフォームの使用も認める。 

また、２部リーグに限り色、デザインが統一され背番号が記されたビブスの着用を許可する。 

ただし事前に事務局の許可を取得し、メンバー表には登録した背番号の横にビブスの背番号を 

記載する。交代時にビブスを使いまわす場合は、メンバー表（本部用）及び交代用紙にその旨を 

記載する事。 

  ⑩ ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、ソックス

と同色でなくても良い。 

  ⑪ その他、詳細は公益財団法人日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に準ずる。 

(10) その他 

① 審判について 

主審：帯同審判とする。（有資格者/18 歳以上の大人が行うこと） 

ただし、審判委員会からの派遣の場合は高校生でも可。 

副審：割り当てが当たったチームが 2名ずつ派遣する。(有資格者/ユース審判も可) 

第 4 の審判員の任命：行なわない。 

選手交代：交代ボードを用いて行う。 

② 負傷者の対応：主審が認めた場合のみ、最大 2名ピッチへの入場を許可される。 

③ WBGT 数値が条件に達した場合はマッチミーティングで協議の上、「熱中症対策ガイドライン」に基づき、

飲水タイム又はクーリングブレイクのどちらか一方を実施する。 

    「飲水」タイムは 1 分、クーリングブレイクは 90 秒～3 分間などで停止した空費時間はアディショナル

タイムとして追加する。 

④ 運営割り当てについて 

毎節毎に運営責任者と記録・副審を各チームに割り当てます。 

  運営責任者を中心に参加チームみなさんで協力してスムーズにゲームが進むようにご協力よろしく

お願いします。 

 

11．登録 

(1) 本大会のエントリーの際に登録する選手の人数の上限は設けない。 

(2) 選手、コーチ等の追加登録または抹消を行う際は、所定の用紙に必要事項を記載し事務局まで提出する

こと。選手を追加登録する場合は選手証も添付すること。締め切りは毎週水曜日とする。 

(3) プロテクト規定 
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 ① 関西女子 U-15 リーグ、兵庫県 U-15 女子リーグに複数参加しているチームは、上位チーム 

（ファーストチーム）のプロテクト（10 名）を事前に登録する。 

② プロテクトの選手 10 名は事前にプロテクト登録用紙を期日内に提出する事。 

③ プロテクトされた選手はセカンドチーム以下のチームで出場はできない。 

④ プロテクトされていないセカンドチーム以下の選手は、ファーストチームで出場ができる。 

⑤ 上位チームが前期日程を消化した時点（もしくは別途定める期間）で、試合出場時間に応じてプロテ

クトの選手を 1 度変更することとする。変更を行う場合は、前期日程終了後 1 週間以内（もしくは別

途定める期間）に事務局に変更した登録用紙を提出し、承認を得る事。2026 年度は１部リーグ第４節

（5/6）終了後および第８節（6/21）リーグ戦終了後の 2回とし、速やかに変更することとする。 

⑥ 退部等の理由でプロテクトの選手に欠員が出た場合は、速やかに事務局に報告し、代わりの選手を補

充する事。 

⑦ プロテクト規定に違反したチームに関しては、懲罰規定に則って懲罰を決定する。 

⑧ プロテクト選手に含まれているＧＰがセカンドチーム以下の試合に出場することを認める。 

 

12. 懲罰 

(1) 本大会は、本協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。 

(2) 大会規律委員会の委員長は女子委員長とし、委員については委員長が決定する。 

(3) 本大会期間中に警告を 3 回受けた選手・監督・コーチ・役員など（以下「選手等」という）は、次の 1

試合に出場できない。ただし、同一試合で 2回の警告を受け退場を命じられた場合、その 2回の警告は

累積に加算しない。 

(4) 警告の累積による出場停止処分は本大会のみとし、他大会に影響しない。 

(5) 本大会において退場を命じられた選手等は、自動的に次の 1試合に出場できず、それ以降の処置につい

ては大会規律委員会において決定する。 

(6)選手等が出場停止を受けた場合、フィールドはもとよりベンチ・ロッカールーム等の区域に立ち寄る事を

禁止する。また、出場停止処分を受けた選手等が観客席で観戦することは認められるが、携帯電話等の機器

使用も含め、他の選手等への指示を禁止する。 

(7)本実施要項に記載事項にない懲罰に関する事項は、大会規律委員会にて決定する。 

 

13. リーグ昇降格 

(1) 原則として 1部リーグ 6位が降格、2部リーグ 1位が昇格する事とする。 

  ＊原則【昇降格規定】にのっとって入れ替えは行う予定ですが、次年度の参加チーム数、関西リーグへ

の昇格、降格チーム数により、昇降格を見直す場合があります。 

(2)1 部リーグ上位チームは、地域リーグ参入戦への参加資格を得る。 

  ＊参加チーム数は年度により異なりますので、追って連絡いたします。 

 

14. 表彰  

優勝、準優勝、第３位には表彰状を授与する。 

 

15. そ の 他  

(1) 試合の中止・中断の決定について 

 ① 試合の中止・中断の決定については、会場責任者及び当該試合の主審と協議の上、決定する。 

   その後の処置については、大会実行委員会において協議の上、決定する。 

 ② 前半終了後、中止された場合は、その時点のスコアで試合成立とする。 

 ③ 一方の責任により中止となった場合は、帰責事由のあるチームを 0対 3 の負けとする。 

(2)大会要項に規定されていない事項については、大会実行委員会において協議の上決定する。 

(3)順位の上位チームから枠数に応じて地域リーグ参入戦への出場資格が与えられる。 

(4)本要綱は 2026 年度の兵庫県 U-15 女子サッカーリーグにのみ適用され、項目に関しては適宜改訂、 

改善を検討していくものとする。 
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16. リーグ参加申込について  

① チームとしてのリーグ参加申し込みと選手エントリー 

3/31 までに参加申込書を事務局までメールにて提出をお願いします。 

  もしユニフォームが間に合わない場合は欄外にビブスの色を記載してください。 

② チーム参加費の納入 

チーム参加費を 3/31 までに兵庫県サッカー協会の女子委員会口座に振込みにて入金をお願い 

します。 

    チーム参加費：41,000 円/1 チーム 

 《振込先》 三井住友銀行 神戸営業部 普通 NO.9073268  

               一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

        ※チーム名の前に 『15 リーグ』 を入れてお振込みをお願いします。 

           例） 15 リーグ ○○○○（チーム名） 

                

③ 大会参加に関する同意書提出について 

  各チームの初戦の会場にて会場責任者に提出をお願いいたします。（今年度は回収しません） 

④ リーグ事務局 

   責任者 日向 寛峰（神戸 FCレディース）  

 サブ 大久保 博之（西宮ソリッソ）  

 サブ 堀江 康広（FCフレスカ神戸ガールズ） 

   （連絡先） 

    担当 日向寛峰    mail  hyuga@kobe-fc.com    / 携帯 090-2045-8866 

       大久保 博之   mail hashikuiiwa0817@yahoo.co.jp  / 携帯 090-6067-7040 
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【昇降格規定】 

(1) 次シーズンのリーグ構成はその年度の県リーグ、関西リーグ及び関西リーグ入れ替え戦の終了時点で決

定する。 

(2) 原則として県 1、2部リーグの昇降格は、1部 6位以下の自動降格と 2部 1位の自動昇格とする。関西リ

ーグへの昇格、または関西リーグからの降格があった場合は、下表に準じて昇降格を行う。 

(3) 上位リーグへの昇格権利のあるチームが複数チームの関係で昇格できない場合は、原則次順位のチーム

が繰り上がる。また、複数チームの関係で下位リーグに降格する場合は降格範囲の最上位チームを残留

とする。 

(4)関西リーグからの昇降格チーム数の変更並びに本リーグ参加チーム数の増減により、大会実行員会によ

り昇降格並びにリーグ編成を見直す場合がある。 

関西からの降格数 0 1 0 2 1 0 2 1 2 

関西への昇格数 2 2 1 2 1 0 1 0 0 

1 部 1 位 関西昇格 関西昇格 関西昇格 関西昇格 関西昇格 1 部残留 関西昇格 1 部残留 1 部残留 

2 位 関西昇格 関西昇格 1 部残留 関西昇格 1 部残留 1 部残留 1 部残留 

3 位 1 部残留 1 部残留 1 部残留 1 部残留 1 部残留 

4 位 1 部残留 1 部残留 1 部残留 1 部残留 2 部降格 

5 位 1 部残留 1 部残留 1 部残留 2 部降格 2 部降格 

6 位以下 上位 2 チーム 1 部

残留残り 2 部降格 

上位 1 チーム 1部残

留残り 2部降格 

2 部降格 2 部降格 2 部降格 

2 部 1 位 1 部昇格 1 部昇格 1 部昇格 1 部昇格 1 部昇格 

2 位 2 部残留(＊1) 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 

3 位 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 

4 位 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 

5 位以下 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 2 部残留 

＊1：1 部 6チームの場合は 1部昇格、7チーム以上は 2部残留 
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兵庫県 U-15 女子サッカーリーグ 2026 

 

【申し合わせ事項について】 

① 運営割り当てについて 

  毎節毎に運営責任者と主審・副審を各チームに割り当てます。 

  運営責任者を中心に参加チームみなさんで協力してスムーズにゲームが進むようにご協力よろしく

お願いします。 

 

②当日のマッチミーティングについて 

 原則キックオフの 40分前に両チームの代表者と主審・副審・運営責任者で打ち合わせを行ってください。 

   1）それぞれの紹介 

   2）リーグ要項の確認 

     ・競技時間   ：60 分ゲーム 

     ・ハーフタイム ：10 分以内 

              グラウンド使用時間等に応じて適時調整お願いします。 

     ・4審     ：なし 

     ・試合球    ：各チーム持ち寄り（リーグより公式球を各チーム 1球支給） 

     ・ユニフォームの確認 

     ・整列時間の確認 

     ・試合会場の注意事項   など 

③メンバー表の提出  

各チーム 40 分前に本部にメンバー表 3部（記録用・主審用・相手チーム用）と必要に応じてプロテクト選

手申請書、追加登録申請書を提出すること 

 

④試合結果は運営責任者が指定用紙にとりまとめて記録をお願いします。 

 

⑤運営責任者は警告・退場があった場合は必ず記録の内容と相違がないか主審に内容などを確認して下さい。 

 退場があった場合は主審に審判報告書を提出してもらって下さい。 

   

⑥運営責任者は試合終了後、公式記録の画像をリーグのグループラインに貼り付けてください。原本は事務

局 大久保または日向まで提出お願いします。 

 

⑦その他 

・各チーム交代ボードを用意し、選手交代時は交代ボードを用いて交代を行ってください。 

・WBGT 数値が条件に達した場合はマッチミーティングで協議の上、「熱中症対策ガイドライン」に基づき、飲水タ

イム又はクーリングブレイクのどちらか一方を実施する。 

 「飲水」タイムは 1 分、クーリングブレイクは 90 秒～3 分間などで停止した空費時間はアディショナルタイム 

として追加する。 

・試合の中断・再試合について 

雷雨など気候の変化その他の理由で試合を行うことが困難な場合には、以下の処置を行う。 

中断：困難な状態が回復するまで（30 分を限度）待ち、その後試合を続行する。 
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30 分待っても再開できない場合、「実施要項 15.その他(1) 試合の中止・中断の決定について」に準じ

て対応を協議する。 

再試合を行う場合： 

① スコアはそのままで、残り時間を行う。原則中断時の出場選手で再開する。 

② 前の試合の影響で試合ができなかった場合には、再試合に当てられた日に行う。 

 

⑧リーグ事務局 

    責任者 日向 寛峰（神戸 FC レディース）  

 サブ  大久保 博之（西宮ソリッソ）  

 サブ  堀江 康広（FC フレスカ神戸ガールズ） 

   （連絡先） 

    担当 日向寛峰    mail  hyuga@kobe-fc.com    / 携帯 090-2045-8866 

       大久保 博之   mail  hashikuiiwa0817@yahoo.co.jp  / 携帯 090-6067-7040 

 

 

以上 

 

 


